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太陽光発電の余剰電力買取制度における 

平成２３年度の買取価格の決定について 
 

 

 経済産業省は、平成２１年１１月から開始された「太陽光発電の余剰電力買

取制度」について、平成２３年度に適用される余剰電力の買取価格を決定しま

したので、お知らせいたします。 

 

 平成２３年４月から適用される買取価格は、住宅用（１０ｋW未満）は４２

円/kWh、非住宅用等は４０円/kWh（ダブル発電の場合、住宅用：３４円/kWh、

非住宅用等３２円/kWh）です。 

 

 

１．太陽光発電の余剰電力買取制度 

平成２１年１１月から太陽光発電の余剰電力買取制度が開始されました。

平成２２年度までに電力会社へ契約申込みを行った場合の買取価格は、住宅

用（１０kW 未満）は４８円/kWh、非住宅用等は２４円/kWh（ダブル発電の場

合、住宅用：３９円/kWh、非住宅用等：２０円/kWh）での買取価格が１０年

間適用されることとなっております。 

 

２．平成２３年度における買取価格 

本年１月及び２月に開催された総合資源エネルギー調査会新エネルギー部

会・電気事業分科会買取制度小委員会（委員長：柏木孝夫東京工業大学統合

研究院教授）における審議と、その後実施したパブリックコメントで寄せら

れた御意見を踏まえ、大臣告示（非化石エネルギー源の利用に関する一般電

気事業者等の判断の基準）の改正を行い、本日付けで公布されました。 

平成２３年度に新たに契約申込みがなされた場合の買取価格は、住宅用（１

０kW 未満）は４２円/kWh、非住宅用等は４０円/kWh（ダブル発電の場合、住

宅用：３４円/kWh、非住宅用等：３２円/kWh）となります。 

 
※平成２３年度における非住宅用等の買取価格４０円/kWh について 

 平成２３年度に非住宅用等へ新たに太陽光発電を導入して契約申込みがなされた場合の

買取価格は、①新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと、②平

成２３年度中に太陽光発電が新たに設置されたこと、がＲＰＳ認定等により確認された場

合には、４０円/kWh の買取価格が適用される。 

 

※ダブル発電について 

 ダブル発電とは、太陽光発電の設置に加えて、太陽光発電以外の自家用発電設備等を併

設している場合をいう。 
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資源エネルギー庁 
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電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４４５５～８） 

※制度に関する最新情報については、以下のホームページで随時更新

してまいります。 

http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/     


